
                        「自動車保管場所届出書」(新規・変更)の記載例 

 

 

          

       別記様式第２号（第２条関係） 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                           

 

           

 

 

 

注意事項 

☆ 様式をダウンロードする場合は、この様式１通に必要事項を記入して下さい。 

☆ 届出内容によっては、別途、必要な書面の提出をお願いする場合があります。 

 自 動 車 保 管 場 所 届 出 書 （ 新 規・変 更 ）     自 動 車 の 区 分 登 録・軽 

車   名 型    式 車 台 番 号 自 動 車 の 大 き さ 

 

 ホ ン ダ 

 

 

ＺＦ８６―Ｄ 

 

 

ＺＦ８６―Ｄ９８７６５４ 

 

 長さ   ３３８．５ センチメートル 

 幅    １４２．３ センチメートル 

 高さ   １５０．０ センチメートル 

自動車の使用の本拠の位置  香川県高松市番町四丁目１番１０号 番町マンション３０３号室 

自動車の保管場所の位置 
 香川県高松市番町七丁目３番９号 番町月極駐車場 

（変更前  《変更届出の場合は、ここに変更前の保管場所の位置を記入して下さい。》  ） 

 自動車の保管場所の位置欄記載の場所は、申請に係る自動車の保管場所として確保されていることを証明願います。 

                               令和 ○○年 ○○月 ○○日 

   ○○ 警察署長殿          〒（７７７－１２３４） 

                               住所  香川県高松市番町四丁目１番１０号 
番町マンション３０３号室 

                          申請者  電話  ０８７―８３３―０１１０ 

                               氏名  香川 太郎    

連絡先   香川太郎 

      携帯 090－0000－1234 

【車名】 
車名には、メ

ーカー名 (ホン
ダ・三菱ダイハ

ツ・スズキなど)

だけを記入して
下さい。 

【型式・車台番号】 
完成検査終了後、自動車検査証、譲渡証明書、抹消登録証明書等に記載の内容を記入します。 

（新車の場合は、自動車販売店へ問い合わせてください。） 

＊数字とアルファベットをはっきり区別して記入して下さい。以下の誤りが散見されます。 

  ｾﾞﾛ  ｵｰ  ﾃﾞｨｰ  ｲﾁ ｱｲ   ﾆ ｾﾞｯﾄ  ﾊﾁ ﾋﾞｰ  ﾌﾞｲ  ﾕｰ  ｷｭｳ  ｴﾌ 

 （０とＯ又はＤ、 １とＩ、 ２とＺ、 ８とＢ、 ＶとＵ、 ９とＦなど） 

【自動車の大きさ】 
 センチメートル単位
で、右詰で記入して下さ

い。 

【保管場所の位置】 
 駐車場の所在地を記入して下さい。 

 （住所番地か地番のどちらかを記入。） 

 駐車場名や区画番号までの記入は必要

ありません。 

【保管場所の所有者】 
 申請する保管場所の所有者に○を付けて下さい。 

 自己単独所有･･･自認書を添付します。 

 その他･･･他人所有や共有の場合は保管場所使用承諾
書又は契約書の写しを添付します。 

申請する自動車にナンバーがある場合に記入して下さい。 

【連絡先】 
 昼間の連絡先で、氏名や勤務先、電話番号（携帯番号）等を記入して下さい。 

 代理人申請の場合は、代理人本人の氏名・連絡先を記入して下さい。 

【申請日】 

窓口に申請する当日の日付を記入 

軽自動車の場合 
【新規・変更】 
該当する届出に○を付ける。 

〔新規〕 
 軽自動車の新車又は未届中古車の購入 

〔変更〕 
 保管場所のみの変更又は既届中古軽自動
車の購入 

【自動車の区分】 
該当する区分に○を付ける。 

〔登録〕 
軽自動車以外の自家用車 

【申請者住所・氏名】 
 車検証の使用者にあたる箇所です。 

〔個人の場合〕 
 ・住民票又は印鑑登録証明書の住所、

氏名を記入して下さい。 

〔法人の場合〕 
 ・登記簿又は印鑑登録証明書若しくは

営業証明書の住所、法人名、役職、
代表者氏名を記入して下さい。 

【使用の本拠の位置】 
〔個人の場合〕 
 実際に居住している場所の住所を記入

して下さい。（マンション等集合住宅の場
合は、部屋番号まで記入して下さい。） 

〔法人の場合〕 
 実際に営業している事業所（本社・支
社・営業所等）の所在地を記入して下さい。 

《申請者の住所地と使用の本拠の位置が 

異なる場合は、公共料金の領収書・賃貸契 

約書・郵便物などの疎明資料の提出が必要 

となります。》 


